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謹賀新年！本年も、商工会員の　　　　
新たな販路開拓を支援します！
　

 小規模事業者持続化補助金（一般型）とは？
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画
を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の 2/3 を補助し
ます。補助上限額は、50 万円です。次回募集は、2 月 5 日金曜日消印有効です。

1 月　新春！地域の甘酒特集
2月　カツオの解体ショー＆カツオ商品特集。
3月　阿下喜のお雛様×三重県北部の人気商品特集
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況を踏まえながら開催いたします。
イベント詳細や開催状況については、みえ商工会アンテナショップＨＰをご確認ください。

昨年 10 月に、商工会員の自社の強みを活かしながら、「商品、サービス展開を試す実践の場」として誕生した
「みえ商工会アンテナショップ」。今回は、アンテナショップでの 2021 年新春イベント＆特集情報、人気・新着商

品をご案内します。本年も様々な制度を活用し、販路開拓を支援していきますのでよろしくお願いいたします。

「商品のデザインを少し変えたいな…」

「商品の魅力を伝えるリーフレット作りたいな！」

「新たなラインナップの商品を開発したいな…」

特集

それ、 持続化補助金つかえます！

商工会が補助金の申請支援をしています！

気になる方は、 一度お問合せください。

　～  アンテナショップに商品を出品されている方、今後出品したい方…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このようなお悩み ありませんか？  ～

伊賀焼のお猪口やマグカップ香肌窯のカップやお茶碗　

本真珠のブローチ　

　新着商品

　　

サンマ寿司・めはり寿司　

田舎こんにゃく やみつき油揚げ

　人気商品

　　

みえ商工会アンテナショップ  イベント＆特集情報 2021

革製のキーケースやミニ財布　



＜申告の流れ＞

＜問合せ先＞
 中小企業　固定資産税等の軽減相談窓口
 電　　話：0570-077-322
 ※ IP 電話等のため上記電話番号に発信できない場合、
 　下記までお問い合わせください。
 電　　話：03-4335-4543
 受付時間：9:30-17:00( 平日のみ )

商工会で申告書の
確認をしています

中小事業者等

① 申告書作成
　  確認依頼

② 申告書を
　　　確認！

市町村

～新型コロナウイルス感染症の支援策～

　固定資産税等の減免の準備はお済みですか？ 申告期限：原則 1 月 31 日まで！
    　　　　　　　　　※延長している市町村もあるため提出先の市町村へご確認ください。

みえ商工会だより　　商工会は行きます、聞きます、提案します
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開催場所 開催日

三重県商工会連合会（津市）
     1/7   （木）　  1/26  （火）
   2/10（水）      2/19（金）

北部経営支援センター（いなべ市）  　   1/14  （木）　  2/25  （木）　

多気町商工会館     2 / 1（月）

玉城町商工会館    1/20  （水）　

商工会では、商工会の経営指導を 6 か月以上受けた小規模事業者
に対し「無担保・無保証人」で、日本政策金融公庫が融資を行う
小規模事業者経営改善資金（マル経）融資制度にて金融支援を行っ
ています。令和 2 年 12 月 1 日現在の年利は 1.21％です。
※コロナウイルス対策は、この金利から▲ 0.9％引き下げ（当初 3 年間）
特別利子補給制度（実質無利子）も実施されています。

三重県商工会連合会では、会員事業所の抱える経営上の
法律課題を解決することを目的に、弁護士による無料相
談会を実施しています。開催時間は 10:00 ～ 17:00（原則
1 事業所 1 時間）。利用相談やご予約は、最寄り商工会へ
お問い合わせください。

【法務】リーガルサポート　　　　　　　 【金融】　金利情報　　　　　　　　　　　

＜概　 要＞
 中小企業・小規模事業者（個人事業者も含む）の
 保有する建物や設備等の来年度（2021 年度）の
 固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅
 に応じ、ゼロまたは 1 ／ 2 とする。
 ※市町村への申告前に、認定経営革新等支援機関等の
      確認を受ける必要があります。

＜減免対象＞※いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する
   固定資産税（通常、取得額または評価額の 1.4％）

・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の 0.3％）

＜軽減・免除の要件＞
 2020 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する３ヶ月間の
 事業収入が対前年減少率

対前年の減少率 減免率

５０％以上減少 全額

３０％以上５０％未満 ２分の１

認定経営革新等支援機関等

③ 軽減申告


